
○

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
案
）
（
抄
）

新
旧
対
照
表

改

正

後

現

行

（
船
員
の
勤
務
時
間
等
の
特
例
）

（
船
員
の
勤
務
時
間
等
の
特
例
）

第
八
条

任
命
権
者
は
、
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
船
舶
に
乗
り
組
む

第
八
条

任
命
権
者
は
、
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
船
舶
に
乗
り
組
む

職
員
の
勤
務
時
間
に
つ
い
て
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

職
員
の
勤
務
時
間
に
つ
い
て
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
五
十
二
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一

、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
五
十
二
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一

週
間
当
た
り
三
十
八
時
間
四
十
五
分
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
っ
て

週
間
当
た
り
四
十
時
間
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
っ
て
は
第
二
条
第

は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
時
間
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
時
間
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て

に
あ
っ
て
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
時
間
、
任
期
付
短
時
間

は
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
時
間
、
任
期
付
短
時
間
勤
務
職

勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
時
間
）
と
す

員
に
あ
っ
て
は
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
時
間
）
と
す
る
こ

る
こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

２

任
命
権
者
は
、
船
舶
に
乗
り
組
む
職
員
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
、
前
項
に
規
定
す
る

勤
務
時
間
を
一
週
間
当
た
り
一
時
間
十
五
分
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
第
三
条
第
二
項
の
規
定
は
適

用
し
な
い
。

３

任
命
権
者
は
、
船
舶
に
乗
り
組
む
職
員
の
う
ち
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す

る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て

、
同
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
を
一
週
間
当
た
り
一
時
間
十
五
分
を
超
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

任
命
権
者
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
定
め
る
場
合
に
は
、

２

任
命
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
定
め
る
場
合
に
は
、
第

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
期
間
に
つ
き
一
週
間
当

四
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
の
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り

た
り
一
日
以
上
の
割
合
で
週
休
日
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
日
以
上
の
割
合
で
週
休
日
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

（
略
）

３

（
略
）


